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第四次国有林野施業実施計画（那賀・海部川森林計画区）の変更について

【変更理由】

以下の理由により、国有林野管理経営規程(平成11年１月21日付け農林水産省訓令第
２号)第14条第２項に基づき変更する。
① 保護林制度改正に伴う保護林の種類等の変更
② 主伐・再造林の実施に伴う保育量の増

【変更する項目】

２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採
方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

（６）保育総量

５ 保護林及び緑の回廊の名称及び区域
（１）保護林の名称及び区域
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２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採
方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

（６）保育総量

区 分 山地災害 自然維持 森林空間 快適環境 水源涵養 合 計
防止タイプ タイプ 利用タイプ 形成タイプ タイプ

下 刈 － － － － 42 42
保

つる切 － － － － － －
育

除 伐 － － － － － －

５ 保護林及び緑の回廊の名称及び区域
（１）保護林の名称及び区域

種 類 名 称 新・既 面積 位置 特 徴 等
（ha） （林小班）

希少個体群保護林 鎗戸シコク 既 設 29.71 140は、ほ 我が国で最も南に位
や り ど

シラベ と、ち 置する亜寒帯林を構
（遺伝資源） 成するシコクシラベ

の個体群を保護。

注：林木遺伝資源保存林「鎗戸シコクシラベ」と植物群落保護林「鎗戸」を統合し、希少個体
群保護林「鎗戸シコクシラベ（遺伝資源）」とする。


